
袖ケ浦市監査委員告示第３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定によ

り、監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、次のとお

り公表する。 

令和３年３月５日 

袖ケ浦市監査委員   阿 津  光 夫 

 

 

袖ケ浦市監査委員   笹 生  典 之 



令和元年度決算審査の結果（令和 2年 8月 19日付け）に対する措置 
 

令和 3 年 2 月 18日現在 

指摘事項 指摘事項に対する措置内容 

諸収入 
福祉手当等返還金における調定額及び収入未済額が、財務システムと実態で

一致していない状況が見受けられた。【障がい者支援課】 
 

 

指摘事項に対して以下のとおり措置を講じた。 

１ 福祉手当等返還金における収入未済額全額について、調定伝票を起票

し、財務システムによる適正な債権管理を行なった。 

２ 債務者に対しては、返還金と収入未済額の内訳を説明し、１０月に債務

者から返済予定表を受理した。 

３ 返還については、毎月、自宅に訪問して納付を依頼し、既に３回の納付

があった。今後、適正な債権回収に努める。 

（措置結果通知年月日：令和 2 年 11 月 24 日） 

教育費 

地域資料管理活用事業において、一般使用料及び賃借料が過大に支出されて

いる状況が見受けられた。【郷土博物館】 
 

 

過払いとなったＡ２判複写機賃借料については、契約相手方と協議の上、袖

ケ浦市財務規則に従い返還請求手続きを行い、令和２年９月４日に返還金全額

の収入を確認した。 

今後の契約行為後の予算執行については、契約書及び関係法令等を十分に確

認し、適切に行っていく。 

（措置結果通知年月日：令和 2 年 10 月 23 日） 

諸収入（国民健康保険特別会計） 

一般被保険者保険給付返納金における調定額及び収入未済額が、財務システ

ムと実態で一致していない状況が見受けられた。【保険年金課】 

 

 

令和元年度の一般被保険者保険給付返納金の収入未済額４，１１６円を令和

２年度に令和２年６月１日付けで繰越し、更に同日付けで調定更正を行い、０

円に変更した。 

今後発生した一般被保険者保険給付返納金について、脱退した期間に複数の

社会保険に加入した事例では、経緯、レセプトの内容と請求金額を複数の職員

で確認することを徹底する。 

また、滞納繰越する金額を事業別実績調書と財務システムにて、担当者及び

上位の決裁者がそれぞれ確認を行う。 
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令和元年度決算審査の結果（令和 2年 8月 19日付け）に対する措置 
 

（措置結果通知年月日：令和 2 年 11 月 2 日） 

使用料及び手数料（公共下水道事業特別会計） 
下水道使用料及び農業集落排水使用料について、適正な滞納整理及び処分を

行っていない状況が見受けられた。負担の公平性の観点から法令等を遵守し適

正な債権管理に努められたい。【下水対策課】 
 

 

強制徴収公債権がおよぶ滞納処分（実態調査⇒差押等）について以下のとお

り措置を講じた。 

１ 袖ケ浦市よりかずさ水道広域連合企業団へ無断転出で転出先が不明と

なっている債権者リストの作成（H27.3月～R1.7月分 50件）を依頼し、

かずさ水道広域連合企業団より強制徴収公債権を行使した調査の依頼を

受ける。（８月末） 

２ 転出先不明者について実態調査 

住基台帳の調査や他市への調査依頼を行い、転出先や勤務先、年収等の

情報を収集 

３ 納税課との連携 

税の滞納情報で転出先不明者の突合 

４ かずさ水道広域連合企業団との連携 

転出先が判明した者については、かずさ水道へ催告書の送付を依頼 

 （９月～１０月中） 

５ 催告書送付者について、納付がない債務者には、実態調査の結果を加味

して、督促状兼差押予告等の送付を行い、下水道使用料の差押え等の強制

徴収を行う。（１１月～１２月） 

６ 上記のとおり毎年度計画的に実施する。 

（措置結果通知年月日：令和 2 年 10 月 9 日） 
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